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郡山市公共基準点復元測量作業実施要領 
 
（はじめに） 

公共基準点は、都市再生街区基本調査により高密度に設置された街区基準点及び地籍調査事業により

設置された地籍図根点であり、道路改修や地下埋設物の敷設・交換などの各種施工により、き損・亡失

することが予想される。そのため、公共基準点の成果を効率的に維持管理するには、工事施工前に公共

基準点の位置と関連付けた引照点等を設置し、工事施工後に引照点と公共基準点から引照点を設けた成

果を合わせ、正確な復元を行うことが求められる。 

郡山市公共基準点復元測量作業実施要領は、この様な背景から公共基準点を簡易で効率良く復元する

手法を用いた、作業指針、位置復元方法等について定める。 

 

 

 

 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 公共基準点の位置復元の方法を規定することにより、その規格の統一を図るとともに、復元作

業関連資料の標準化及び必要な精度を確保することを目的とする。 

 

 

（公共基準点の復元） 

第２条 公共基準点の復元とは、工事施工等によりき損・亡失の恐れのある公共基準点を維持管理する

ための引照点設置及び復元することをいう。 

 

＜第２条 運用基準＞ 

１ 公共基準点の復元の概要（水平位置） 

（１）引照点の設置 

工事の施工等によりき損・亡失の恐れのある公共基準点については、次の手法を用いて引照点の設

置を行う。 

①構造物引照法：引照点の設置は行わず構造物（３点以上）を引照点と見なし、構造物と公共基準点

との水平距離を測定する方法。この要領では、この方法を構造物引照法と呼ぶ。 

②水糸法 

  ア Ｘ型：水糸を用いて公共基準点の十字の交点で交差する直線のそれぞれに公共基準点をはさん

で両側に各１点の引照点を設ける方法。 

  イ Ｖ型：水糸を用いて公共基準点の十字の交点を起点とした２方向の直線上に各２点の引照点を

設ける方法。 

  ウ Ｔ型：水糸を用いて公共基準点の十字の交点で直交する直線のうち、公共基準点上を通過する

直線の公共基準点をはさんだ両側に各１点とこの直線に直交する直線上に２点の引照点を

設ける方法。 

③レーザー法 

ア Ｘ型：（２）水糸法①の水糸の代わりにレーザー基準出し器（以下｢基準器｣という）を用いる方

法。この要領では、この方法をレーザー法と呼ぶ。 

  イ Ｖ型：（２）水糸法②の水糸の代わりに基準器を用いる方法 

  ウ Ｔ型：（２）水糸法③の水糸の代わりに基準器を用いる方法 

④ＴＳ法 

ア Ｘ型：（２）水糸法①の水糸の代わりにトータルステーション又はセオドライト（以下「ＴＳ」   
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という）を用いる方法。この要領では、この方法をＴＳ法と呼ぶ。 

  イ Ｖ型：（２）水糸法②の水糸の代わりにＴＳを用いる方法 

  ウ Ｔ型：（２）水糸法③の水糸の代わりにＴＳを用いる方法 

⑤放射法：公共基準点と視通のある任意の地点に角測定を行うための引照点と角測定で零方向となる

引照点を設け、公共基準点までの水平角観測及び距離測定を行う方法。 

（２）公共基準点の復元 

 ①構造物引照法：構造物（３点以上）から水平距離を測定し、その交点に復元する。 

 ②水糸法 

  ア Ｘ型：引照点に水糸を張り、水糸２本の交点に復元する。 

  イ Ｖ型：引照点に水糸を張り、水糸２本の交点に復元する。 

  ウ Ｔ型：引照点に水糸を張り、水糸２本の交点に復元する。 

③レーザー法 

ア Ｘ型：引照点に基準器を整置し、基準器のレーザー光の交点に復元する。 

イ Ｖ型：引照点に基準器を整置し、基準器のレーザー光の交点に復元する。 

ウ Ｔ型：引照点に基準器を整置し、基準器のレーザー光の交点に復元する。 

④ＴＳ法 

ア Ｘ型：引照点にＴＳを整置し、ＴＳの視準線の交点に復元する。 

イ Ｖ型：引照点にＴＳを整置し、ＴＳの視準線の交点に復元する。 

ウ Ｔ型：引照点にＴＳを整置し、ＴＳの視準線の交点に復元する 

 ⑤放射法：引照点から公共基準点までの水平角と距離を用いて復元する。 

 

２ 公共基準点の復元の概要（標高） 

（１）引照点に対する標高の取り付け 

①公共基準点から引照点（２点以上）の高低差を測定する。 

②構造物引照法の場合、標尺を鉛直に保持できない場合は、標高のみ保全する引照点を設ける。 

（２）引照点からの標高の取り付け 

引照点（２点以上）から公共基準点の高低差を測定する。 

（３）標高の更新省略 

 道路改修等で施工後に公共基準点の標高の変化が見込まれる場合は、施工計画時の資料等で復元され

た公共基準点の標高を確認し、第３条運用基準２に示す範囲内であれば標高の更新を省略することがで

きる。なお、範囲外の場合は、国土交通省公共測量作業規程（平成 14 年３月 20 日）等に基づいて、標

高の更新を行うものとする。 

 

 

 

 

第２章 復元作業 

 

（位置復元の方法） 

第３条 公共基準点の位置復元は、次の方法により行うものとする。 

(１)構造物引照法 

(２)水糸法（Ｘ型、Ｖ型、Ｔ型） 

(３)レーザー法（Ｘ型、Ｖ型、Ｔ型） 

(４)ＴＳ法（Ｘ型、Ｖ型、Ｔ型） 

(５)放射法 

(６)標高の保全・復元 

２ 引照点の設置を伴わない公共基準点の位置復元作業にあってはそれぞれの復元作業の内容に準じ

て行う。 
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＜第３条 運用基準＞ 

１ 公共基準点の位置復元は、次表の方法により行う。 

位置復元作業の方法 
構造物 

引照法 

水糸法・ﾚｰｻﾞｰ法・TS 法 

放射法 

標高の

保全・ 

復元 
Ｘ型 Ｖ型 Ｔ型 

引照点 
構造物 

（３点以上） 
４点 ４点 ４点 ２点 ２点 

 

公共基準点 ～ 引照

点の距離 

 

0.5m 以上 

30ｍ以内 

0.5m 以上

20m 以内 

※注 

0.5m 以上

20m 以内 

※注 

0.5m 以上 

20m 以内 

※注 

0.5m 以上

30m 以内 
－ 

TS 等を用いた取付点

（零方向）までの点間

距離 

－ － － － 

上記点間距

離の４倍以

上 

－ 

点間距離の比（V型、T

型） 

①中間引照点～ 

公共基準点 

②外側の引照点～ 

中間引照点 

－ － ②/①≧３ ②/①≧３ － － 

※注：レーザー法及びＴＳ法における公共基準点～引照点の点間距離は、レーザー法にあっては基準器

の最短照射距離以上～30m 以内、ＴＳ法にあってはＴＳの最短合焦距離以上～30m 以内とする。ただし、

２m未満は水糸法によることが望ましい。 

 

２ 公共基準点の位置復元方法で求めた位置の精度は、次表を標準とする。 

項  目 位置の精度 摘  要 

水平位置精度 10mm  

標高位置精度 30mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（作業計画） 

第５条 作業計画は、現地において公共基準点の設置状況を調査し、位置復元の方法を選定する。  

 

＜第５条 運用基準＞ 

  作業の方式、使用する主要器械、人員編成及び作業工程等を考慮して作業計画書を作成する。 

 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第４条 公共基準点の位置復元における工程別作業区分及び順序は次のとおりとする。 

(１) 作業計画 

(２) 選点 

(３) 引照点等の設置及び公共基準点の復元 
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（選点） 

第６条 選点は、現地において引照点等又は構造物引照法に用いる構造物の位置を選定する。 

 

＜第６条 運用基準＞ 

選定においては、引照点等又は構造物引照法に用いる構造物の保全や施工後の復元地点の地盤高につ

いて、施工計画時の資料を基に調査し最も適切な位置に選定するものとする。 

 

 

（引照点の設置及び公共基準点の復元） 

第７条 引照点の設置は、公共基準点と引照点の水平角観測及び距離測定又は構造物引照法に用いる

構造物までの距離測定等を行う作業をいう。 

２ 公共基準点の復元は、施工後に引照点の設置で得られた成果等を使用して公共基準点を復元する

作業をいう。 

 

 

（位置復元作業に使用する機器等） 

第８条 位置復元作業に使用する機器は、次表に揚げるもの又はこれらと同等以上のものとする 
 

機   器 性   能 摘   要 

２級トータルステーション相当 「測量機器級別性能分類表」に

準じる 

Ｘ型、Ｖ型、Ｔ型 

放射法 ２級セオドライト相当 

※縦ライン：基準器によるレーザー光（仰角約 70°～俯角約 70°）の照射ラインを指す。 

光波測距儀（２級短距離型）相当 
「測量機器級別性能分類表」に

準じる 

Ｘ型、Ｖ型、Ｔ型 

放射法 

３級レベル相当 標高の保全・復元 

レーザー基準出し器 縦ライン※精度 ±1㎜/10m Ｘ型、Ｖ型、Ｔ型 

鋼巻尺 ＪＩＳ １級 構造物引照法 

水糸 φ0.5 ㎜又はφ0.8 ㎜ Ｘ型、Ｖ型、Ｔ型 

 

 

（機器の点検・調整） 

第９条 引照点の設置及び公共基準点の復元に使用する機器は、適宜、点検・調整を行うものとする。 

 

＜第９条 運用基準＞ 

 機器の点検・調整は、ＴＳ、セオドライド、光波測距儀、レベル、基準器及び鋼巻尺について実施す

るものとする。 

１ 機器の点検は作業着手前及び作業期間中に適宜行い、必要に応じて調整する。 

２ ＴＳ、セオドライド、光波測距儀、レベル及び鋼巻尺の点検は、国土交通省公共測量作業規程第 13

条を準用する。 

３ 基準器の点検はレーザー法の測定前に以下の方法により点検する。 

（１）致心誤差：本体下部より路面等へレーザー光を照射し、本体を適宜回転させて照射地点の変位を

読み取り点検するものとする。許容範囲は１㎜以内とする。 

（２）レーザー光の照射誤差：以下の何れかの方法により行う。 

・ＴＳを用いて路面等に視準線（30ｍ地点）をマーキングし、基準器との変位を点検する。 
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・基準器を用いて路面等に照射線（５ｍと 30ｍ）をマーキングし、三脚を 180°回転してマーキング

地点（５ｍ）を照射したのち、次のマーキング地点（30ｍ）での変位を点検する。上記の何れの許容

範囲も３㎜以内とする。 

４ ＴＳの点検はＴＳ法の測定前に以下の方法により点検する。 

（１）致心誤差：以下の何れかの方法により行う。 

・ＴＳを整置後、適宜回転させて、致心位置の変位を点検する。 

・光学求心装置による致心後に下げ振りを用いて点検する。 

  上記の何れの許容範囲も２㎜以内とする。 

（２）視準軸誤差 

・ＴＳを整置し、30ｍと 60ｍの地点に目標点を設ける。 

・ＴＳの望遠鏡を反転し、30ｍの目標物を視準して、その直線上の目標点 60ｍとの変位を点検する。

許容範囲は３㎜以内とする。 

 

 

＜第 10 条 運用基準＞ 

１ 器械高、反射鏡高及び目標高は㎝位まで測定する。ただし、間接水準測量を行う場合は器械高、

反射鏡高及び目標高は㎜位まで測定する 

２ ＴＳの観測 

（１）水平角観測は１視準１読定とし、望遠鏡正及び反の観測を１対回行う。 

（２）鉛直角観測は片方向観測で１視準１読定とし、望遠鏡正及び反の観測を１対回とする。 

（３）距離測定は、１視準２読定を１セットとする。 

（４）観測の対回数等は次表のとおりとする。 

 

 

項 

目 

区 分 
構造物 

引照法 

水糸法、レーザー法、TS 法 
 

放射法 

Ｘ型 Ｖ型 Ｔ型  

水
平
角
観
測 

読定単位 － － － － 10″ 

対回数 － － － － １ 

水平目盛位置 － － － － 0° 

鉛
直
角
観
測 

読定単位 － － － － 10″ 

対回数 － － － － １ 

距
離
測
定 

読定単位 １㎜ １㎜ 

セット数 ２ ２ 

（観測の実施） 

第 10 条 観測は、次の定めるところにより実施するものとする。 

（１）ＴＳによる観測 

①水平角観測は、方向観測法により、所定の水平目盛で所定の対回数を行うものとする。 

②鉛直角観測は、所定の対回数を行うものとする。 

③距離測定は、所定のセット数を行うものとする。 

（２）高低差の観測 

 直接水準測量により行うものとする。ただし、地形、その他の状況により間接水準測量を併用するこ

とができる。 
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３ 高低差の観測 

（１）視準距離は等しく、かつ、レベルはできる限り高低差を観測する２点を結ぶ直線上に設置する。 

（２）標尺の零点目盛誤差を消去するため同一の標尺を使用する。 

（３）読定単位は㎜位とする。 

（観測の手順） 

第 11 条 観測の手順は、第３条（位置復元の方法）の各方法により実施するものとする。 

 

＜第 11 条 運用基準＞ 

１ 構造物引照法 

公共基準点周辺の構造物（建物、側溝、集水桝等）の３点以上を引照点と見なし、復元を行う。 

 

（１）引照成果の測定 

 ①引照点と見なす構造物との取り付け箇所は、３点以上を選定する。ただし、選定条件は次のとおり

とする。 

ア 引照点は公共基準点と高低差が小さい。 

イ 引照点は保存性に優れ、距離測定箇所が明瞭である。  

ウ 引照点は、各方向に均等に配置し、点間距離は 30ｍ以内とする。 

②公共基準点との距離測定のため、構造物に明瞭な測定箇所がない場合は指標を設けることができる。

なお、指標は明示板（十字を刻んだプレート等）を原則とする。 

③指標は、公共基準点との点間距離が測定可能な箇所に設け、容易に破損や剥がれない施工方法とす

る。 

④引照点から公共基準点までの水平距離を測定する。（２点間に高低差のある場合は下げ振りを利用す

る） 

⑤引照点と公共基準点の高低差は３級レベル又は TS を用いて測定する。なお、レベルを使用しない場

合は、単観測昇降式等で求めることができる。 

単観測昇降式とは、TS により、目標点の高低差を順次測定する方法である。なお、観測の対回数は

第 10 条運用基準による。 

計算式は、Ｈ３＝Ｈ１＋Ｓ３・Ｓinα３－Ｓ１・Ｓinα１＋(B－F) 

              ＝Ｈ１＋ｆ２－ｂ２＋(B－F) 

ただし、Ｈ３：Ｔ３点の標高 

                 Ｈ１：Ｔ1点の標高 

                 ｂ２：Ｔ２点とＴ1点（後視）の比高 

                 ｆ２：Ｔ２点とＴ３点（前視）の比高 

                 Ｂ ：Ｔ１点における目標高 

                 Ｆ ：Ｔ３点における目標高 

 

α1

Ｔ2

α3

Ｂ
Ｈ1

ＦＨ3

ｂ2

ｆ2Ｔ3

Ｔ1

Ｓ1
Ｓ3

 
  

 図 1-1 単観測昇降式 
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（２）公共基準点の復元 

①各引照点と見なした構造物から公共基準点まで測定した水平距離を用いて、基準点復元地点付近に

距離の復元によりマーキングする。３点以上が一致する地点に公共基準点を設置する。なお、示誤三

角形が生じた場合は、内接円の中心を公共基準点とする。 

②埋設後、再度①を行って精度の確認を行う。 

 

（３）注意点 

①工事施工後の地盤高が大きく変化すると構造物と公共基準点の距離測定が不可能となる。 

②構造物へ引照点を設ける場合は、所有者の許可を得ることを必須とする。 

 

 

２ 水糸法 

２-１ Ｘ型 

引照点は、復元を行う公共基準点の十字の交点で交差する直線で、それぞれ公共基準点をはさんだ

両側に各１点ずつ設ける。 

 

（１）引照点の設置 

①Ａ引照点と公共基準点に水糸を張り、その直線上にＢ引照点を設置する。 

②Ｃ引照点と公共基準点に水糸を張り、その直線上にＤ引照点を設置する。なお、Ｃ引照点及びＤ引

照点はＡ引照点とＢ引照点の直線に対してできるだけ直角 方向に設置する。また、各引照点と公共

基準点の点間距離 は等しくし、20ｍ以内とする。 

③引照点と公共基準点の高低差を測定する場合は、３級レベルを用いて測定する。なお、レベルを使

用しない場合は、単観測昇降式等で求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１-１ Ｘ型 

 

図 1-2（屋上点） 図１-3（地上点） 
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（２）公共基準点の復元 

①Ａ引照点とＢ引照点に水糸を張り、その直線上の公共基準点復元地点付近に方向線をマーキングす

る。 

②Ｃ引照点とＤ引照点に水糸を張り、その直線上の公共基準点復元地点付近に方向線をマーキングす

る。なお、各方向線の交点に公共基準点を設置する。 

 ③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 

 

（３）注意点 

①公共基準点と引照点に水糸を張る場合、その中間地点に障害（地盤が凸地など）があると水糸が屈

曲することがある。 

②施工後の地盤高が著しく変化すると、水糸による直線が再現できなくなり、読み取り精度も低下す

る。 

③引照点が 1 点でも亡失すると水糸による直線が再現できないため復元できない。この場合、公共基

準点と引照点の間に補助引照点を設けると良い。引照点～補助引照点～公共基準点の距離の比は、

（３：１）とする。 

④障害物等で水糸が張れない場合、水糸の代わりに TS を用いることもできるものとする。 

 

２-２ Ｖ型 

引照点をＸ型で設置するスペースがない場合は、公共基準点を起点として引照点をＶ字型に各２点ず

つ計４点設け位置復元を行う。 

 

（１）引照点の設置 

①Ａ、Ｂ引照点を公共基準点から 20m 以内に選定する。 

②Ａ引照点から公共基準点に水糸を張り、Ａ引照点～Ｂ引照点～公共基準点の点間距離の比（３：１）

の地点にＢ引照点を決定し、引照点を設置する。 

③Ｃ引照点から公共基準点に水糸を張り、Ｃ引照点～Ｄ引照点～公共基準点の点間距離の比（３：１）

の地点にＤ引照点を決定し、引照点を設置する。なお、Ｃ引照点はＡ引照点と公共基準点を結ぶ直線

に対し、できるだけ直角方向に設置する。 

④Ｂ、Ｄ引照点と公共基準点の水平距離を測定する。この水平距離は公共基準点の復元の点検に使用

できる。 

⑤引照点と公共基準点の高低差を測定する場合は、３級レベルを用いて測定する。なお、レベルを使

用しない場合は、単観測昇降式等で求めることができる。 
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（２）公共基準点の復元 

①Ａ引照点とＢ引照点に水糸を張り、その直線上の公共基準点復元地点付近に方向線をマーキングす

る。 

②Ｃ引照点とＤ引照点に水糸を張り、その直線上の公共基準点復元地点付近に方向線をマーキングす

る。なお、各方向線の交点に公共基準点を設置する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 

 

（３）注意点 

①公共基準点と引照点に水糸を張る場合、その中間地点に障害（地盤が凸地など）があると水糸が屈

曲することがある。 

②施工後の地盤高が著しく変化すると、水糸による直線を再現できなくなり、水糸の読み取り精度が

低下する。 

③施工区域が拡大すると一度に引照点を亡失することが考えられる。 

④引照点が１点でも亡失すると復元できない（補助引照点を設けることもできない）。 

⑤障害物等で水糸が張れない場合、水糸の代わりに TS を用いることもできるものとする。 

 

２-３ Ｔ型 

Ｘ型の応用型で、公共基準点を通過する直線の公共基準点をはさむ両側に引照点を設け、この直線

と直交する直線上に２点の引照点を設け位置復元を行う。 

 

（１）引照点の設置 

①Ａ引照点と公共基準点に水糸を張り、その直線上にＢ引照点を設置する。 

②Ｃ引照点から公共基準点に水糸を張り、Ｃ引照点～Ｄ引照点～公共基準点の点間距離の比（３：１）

の地点にＤ引照点を設置する。なお、Ｃ引照点は、Ａ引照点とＢ引照点を結ぶ直線に対して、できる

だけ直角方向に設置する。 

③Ｄ引照点と公共基準点の水平距離を測定する。この水平距離は公共基準点の復元の点検に使用でき

る。 

④引照点と公共基準点の高低差を測定する場合は、３級レベルを用いて測定する。なお、レベルを使

用しない場合は、単観測昇降式等で求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共基準点の復元 

①Ａ引照点とＢ引照点に水糸を張り、その直線上の公共基準点復元地点付近に方向線をマーキングす

る。 

②Ｃ引照点とＤ引照点に水糸を張り、その直線上の公共基準点復元地点付近に方向線をマーキングす

る。なお、各方向線の交点に公共基準点を設置する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 
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（３）注意点 

①公共基準点と引照点に水糸を張る場合、その中間地点に障害（地盤が凸地等）があると水糸が屈曲

することがある。 

②施工後の地盤高が著しく変化すると、水糸による直線を再現できなくなり、水糸の読み取り精度が

低下する。 

③施工区域が拡大すると一度に引照点を亡失することが考えられる。 

④引照点が１点でも亡失すると復元できない（補助引照点を設けることもできない）。 

⑤障害物等で水糸が張れない場合、水糸の代わりにＴＳを用いることもできるものとする。 

 

 

３ レーザー法 

３-１ Ｘ型 

引照点は、復元を行う公共基準点の十字の交点で交差する直線で、それぞれ公共基準点をはさんだ

両側に各１点ずつ引照点を設け位置復元を行う。 

 

（１）引照点の設置 

①Ａ引照点に基準器を整置し、公共基準点を視準して、その直線上にＢ引照点を設置する。 

②Ｃ引照点に基準器を整置し、公共基準点を視準して、その直線上にＤ引照点を設置する。なお、Ｃ

引照点及びＤ引照点はＡ引照点とＢ引照点の直線に対してできるだけ直角方向に設置する。また、各

引照点と公共基準点の点間距離は等しくし、30ｍ以内とする。 

③引照点と公共基準点の高低差を測定する場合は、３級レベルを用いて測定する。なお、レベルを使

用しない場合は、単観測昇降式等で求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共基準点の復元 

①Ａ引照点に基準器を整置し、Ｂ引照点を視準して、その直線下の公共基準点復元地点付近に視準方

向線をマーキングする。 

②Ｃ引照点に基準器を整置し、Ｄ引照点を視準して、その直線下の公共基準点復元地点付近に視準方

向線をマーキングする。なお、各方向線の交点に公共基準点を設置する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 

 

（３）注意点 

引照点が１点でも亡失すると基準器による直線が再現できないため復元できない。この場合、公共基

準点と引照点の間に補助引照点を設けると良い。引照点～補助引照点～公共基準点の距離の比は、（３：

１）とする。 

 

図３-１-１ Ｘ型 図３-１-２ Ｘ型 
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３-２ Ｖ型 

引照点をＸ型で設置するスペースがない場合は、公共基準点を起点として引照点をＶ字型に各２点ず

つ計４点設け位置復元を行う。 

 

（１）引照点の設置 

①Ａ、Ｃ引照点は公共基準点から 30ｍ以内に選定する。 

②Ａ引照点に基準器を整置し、公共基準点を視準して、Ａ引照点～Ｂ引照点～公共基準点の点間距離

の比（３：１）の地点にＢ引照点を決定し、引照点を設置する。 

③Ｃ引照点に基準器を整置し、公共基準点を視準して、Ｃ引照点～Ｄ引照点～公共基準点の点間距離

の比（３：１）の地点にＤ引照点を決定し、引照点を設置する。なお、Ｃ引照点はＡ引照点と公共基

準点を結ぶ直線に対して、できるだけ直角方向に設置する。 

④Ｂ、Ｄ引照点と公共基準点の水平距離を測定する。この水平距離は公共基準点の復元の点検に使用

できる。 

⑤引照点と公共基準点の高低差を測定する場合は、３級レベルを用いて測定する。なお、レベルを使

用しない場合は、単観測昇降式等で求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共基準点の復元 

①Ａ引照点に基準器を整置し、Ｂ引照点を視準して、その直線上の公共基準点復元地点付近に視準方

向線をマーキングする。 

②Ｃ引照点に基準器を整置し、Ｄ引照点を視準して、その直線上の公共基準点復元地点付近に視準方

向線をマーキングする。なお、各方向線の交点に公共基準点を設置する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 

 

（３）注意点 

①施工区域が拡大すると一度に引照点を亡失することが考えられる。 

②引照点が１点でも亡失すると復元できない（補助引照点を設けることもできない）。 

 

３-３ Ｔ型 

Ｘ型の応用型で、公共基準点を通過する直線の公共基準点をはさむ両側に引照点を設け、この直線

と直交する直線上に２点の引照点を設け位置復元を行う。 

 

（１）引照点の設置 

①Ａ、Ｂ引照点は公共基準点から 30ｍ以内に選定する。 

②Ａ引照点に基準器を整置し、公共基準点を視準して、その直線上にＢ引照点を設置する。 

③Ｃ引照点は公共基準点から 30ｍ以内に選定する。 

④Ｃ引照点に基準器を整置し、公共基準点を視準して、Ｃ引照点～Ｄ引照点～公共基準点の点間距離

の比（３：１）の地点にＤ引照点を決定し、引照点を設置する。なお、Ｃ引照点は、Ａ引照点とＢ引

照点を結ぶ直線に対して、できるだけ直角方向に設置する。 

⑤Ｄ引照点と公共基準点の水平距離を測定する。この水平距離は公共基準点の復元の点検に使用でき
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引照点 

公共基準点 
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図３－２ Ｖ型 
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る。 

⑥引照点と公共基準点の高低差を測定する場合は、３級レベルを用いて測定する。なお、レベルを使

用しない場合は、単観測昇降式等で求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共基準点の復元 

①Ａ引照点に基準器を整置し、Ｂ引照点を視準して、その直線下の公共基準点復元地点付近に視準方

向線をマーキングする。 

②Ｃ引照点に基準器を整置し、Ｄ引照点を視準して、その直線上の公共基準点復元地点付近に視準方

向線をマーキングする。なお、各方向線の交点に公共基準点を設置する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 

 

（３）注意点 

引照点が１点でも亡失すると復元できない（補助引照点を設けることもできない）。 

 

 

 

 

４．ＴＳ法 

４-１ Ｘ型 

引照点は、復元を行う公共基準点の十字の交点で交差する直線で、それぞれ公共基準点をはさんだ

両側に各１点ずつ引照点を設け位置復元を行う。 

 

（１）引照点の設置 

①Ａ引照点にＴＳを整置し、公共基準点を視準して、その直線上にＢ引照点を設置する。 

②Ｃ引照点にＴＳを整置し、公共基準点を視準して、その直線上にＤ引照点を設置する。なお、Ｃ引

照点及びＤ引照点はＡ引照点とＢ引照点の直線に対してできるだけ直角方向に設置する。また、各引

照点と公共基準点の点間距離は等しくし、30ｍ以内とする。 

③引照点と公共基準点の高低差を測定する場合は、３級レベルを用いて測定する。なお、レベルを使

用しない場合は、単観測昇降式等で求めることができる。 

 

（２）公共基準点の復元 

①Ａ引照点にＴＳを整置し、Ｂ引照点を視準して、その直線下の公共基準点復元地点付近に視準方向

線をマーキングする。 

②Ｃ引照点にＴＳを整置し、Ｄ引照点を視準して、その直線下の公共基準点復元地点付近に視準方向

線をマーキングする。なお、各方向線の交点に公共基準点を設置する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 
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（３）注意点 

引照点が 1 点でも亡失するとＴＳによる直線が再現できないため復元できない。この場合、公共基

準点と引照点の間に補助引照点を設けると良い。引照点～補助引照点～公共基準点の距離の比は、

（３：１）とする。 

 

４-２ Ｖ型 

引照点をＸ型で設置するスペースがない場合は、公共基準点を起点として引照点をＶ字型に各２点

ずつ計４点設け位置復元を行う。 

 

（１）引照点の設置 

①Ａ、Ｃ引照点は公共基準点から 30ｍ以内に選定する。 

②Ａ引照点にＴＳを整置し、公共基準点を視準して、Ａ引照点～Ｂ引照点～公共基準点の点間距離の

比（３：１）の地点にＢ引照点を決定し、引照点を設置する。 

③Ｃ引照点にＴＳを整置し、公共基準点を視準して、Ｃ引照点～Ｄ引照点～公共基準点の点間距離の

比（３：１）の地点にＤ引照点を決定し、引照点を設置する。なお、Ｃ引照点は、Ａ引照点と公共基

準点を結ぶ直線に対して、できるだけ直角方向に設置する。 

④Ｂ、Ｄ引照点と公共基準点の水平距離を測定する。この水平距離は公共基準点の復元の点検に使用

できる。 

⑤引照点と公共基準点の高低差を測定する場合は、３級レベルを用いて測定する。なお、レベルを使

用しない場合は、単観測昇降式等で求めることができる。 
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図４－２ Ｖ型 

図４-１-２ Ｘ型 

（E,F,G,H は補助引照点） 
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（２）公共基準点の復元 

①Ａ引照点にＴＳを整置し、Ｂ引照点を視準して、その直線上の公共基準点復元地点付近に視準方向

線をマーキングする。 

②Ｃ引照点にＴＳを整置し、Ｄ引照点を視準して、その直線上の公共基準点復元地点付近に視準方向

線をマーキングする。なお、各方向線の交点に公共基準点を設置する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 

 

（３）注意点 

①施工区域が拡大すると一度に引照点を亡失することが考えられる。 

②引照点が１点でも亡失すると復元できない（補助引照点を設けることもできない）。 

 

 

４-３ Ｔ型 

Ｘ型の応用型で、公共基準点を通過する直線の公共基準点をはさむ両側に引照点を設け、この直線

と直交する直線上に２点の引照点を設け位置復元を行う。 

 

（１）引照点の設置 

①Ａ、Ｂ引照点は公共基準点から 30ｍ以内に選定する。 

②Ａ引照点にＴＳを整置し、公共基準点を視準して、その直線上にＢ引照点を設置する。 

③Ｃ引照点は公共基準点から 30ｍ以内に選定する。 

④Ｃ引照点にＴＳを整置し、公共基準点を視準して、Ｃ引照点～Ｄ引照点～公共基準点の点間距離の

比（３：１）の地点にＤ引照点を決定し、引照点を設置する。なお、Ｃ引照点は、Ａ引照点とＢ引照

点を結ぶ直線に対して、できるだけ直角方向に設置する。 

⑤Ｄ引照点と公共基準点の水平距離を測定する。この水平距離は公共基準点の復元の点検に使用でき

る。 

⑥引照点と公共基準点の高低差を測定する場合は、３級レベルを用いて測定する。なお、レベルを使

用しない場合は、単観測昇降式等で求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共基準点の復元 

①Ａ引照点にＴＳを整置し、Ｂ引照点を視準して、その直線下の公共基準点復元地点付近に視準方向

線をマーキングする。 

②Ｃ引照点にＴＳを整置し、Ｄ引照点を視準して、その直線上の公共基準点復元地点付近に視準方向

線をマーキングする。なお、各方向線の交点に公共基準点を設置する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 

 

（３）注意点 

引照点が１点でも亡失すると復元できない（補助引照点を設けることもできない）。 

 

図 ４ － ３ Ｔ型

B

C

D 

Ａ 

引照点 

公共基準点 

凡例 

引照点 

凡例 
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５ 放射法 

引照点は、公共基準点を視準できる地点に設け、水平角観測と距離測定により位置復元を行う。な

お、公共基準点付近の基準点を引照点とすることもできる。また、Ｂ引照点は、自然目標でも良い。 

 

（１）引照点の設置 

①公共基準点の視準できる地点にＡ引照点を設置する。なお、公共基準点とＡ引照点の点間距離は 

30ｍ以内とする。 

②Ａ引照点から視準できる地点にＢ引照点を設置する。なお、Ａ引照点とＢ引照点の点間距離は①の

点間距離の４倍以上とする。 

③Ａ引照点でＢ引照点を零方向とし、公共基準点までの水平角観測及び距離測定を行う。 

④引照点と公共基準点の高低差は３級レベルを用いて測定する。なお、レベルを使用しない場合は、

単観測昇降式等で求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共基準点の復元 

①Ａ引照点にＴＳを整置し、Ｂ引照点を零方向として求めた公共基準点までの、水平角及び距離の復

元により、公共基準点を設置する。 

②埋設後、再度①を行って精度の確認を行う。 

 

 

（３）注意点 

①引照点が亡失すると復元できない。 

②零方向とした引照点が亡失すると復元できない。ただし、既設基準点をＡ、Ｂ引照点とした場合、

他の基準点で代用できる場合がある。 

また、２組の放射法を確保しておくと、１組亡失しても復元が可能である。 

 

 

（位置復元資料の整理） 

第 12 条 作業が終了したときは、遅滞なく、復元作業に関する資料を整理するものとする。 

 

＜第 12 条 運用基準＞ 

  位置復元資料の整理とは、引照点設置・復元作業で得られた資料及びその他参考資料を整理し、今

後の公共基準点維持管理業務に寄与する資料を作成することを指す。 
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引照点 
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B
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ι A 

B
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図 5 －１ 放射法 
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構造物引照法 その 1 

【引照成果の測定概要】 

① 引照点と見なす３点以上の構造物を選定する。 

② 構造物に明瞭な測定箇所がない場合は指標を設

けることができる。 

③ 引照点と見なした構造物から公共基準点（以下

「基準点」という）までの水平距離を測定する。た

だし、点間距離は 30ｍ以内とする。 

 

 

【引照成果の測定手順】 

（ア）引照点と見なす構造物は、道路工事等の影響

がなくかつ、保全に適した地点とする。ただし、選

定条件は次のとおりとする。 

１ 引照点は基準点と高低差が小さい。 

２ 引照点は保存性に優れ、距離測定箇所が明瞭で

ある。 

３ 引照点は、各方向に均等に配置する。 

（イ）基準点との距離測定のため、構造物に明瞭な

距離測定箇所がない場合、指標を設けることができ

る。なお、指標は明示版（十字を刻んだプレート等）

を原則とする。 

（ウ）指標は、基準点との点間距離が測定可能な箇

所に設け、容易に破損や剥がれない施工方法とする。 

（エ）構造物から基準点までの水平距離を測定する。

また、基準点から各引照点までの点間距離は 30ｍ以

内とする。 

（オ）距離を測定する２点間に高低差がある場合は

下げ振りを使用し、水平距離を測定する。なお、２

点間の高低差は３級レベル又はＴＳを用いて測定

し、水平距離測定のための下げ振りの長さに利用す

るとよい。 

 

 

 

 

（注意点） 

・施工後の地盤高が著しく変化すると、構造物と基

準点の距離測定が不可能となる。 

・構造物へ引照点を設ける場合は、所有者の許可を

得ることを必須とする。 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

水平距離の測定（基準点～引照点） 

引照点設置後の点検 

引照点の選定 

引照点の選定 

水平距離の測定（基準点―引照点） 

水平距離の測定（基準点―引照点） 

水平距離の測定 

標識

集
水
桝

建物

ι1

ι2

ι3

標識

集
水
桝

建物

ι1

ι2

ι3

公共基準点 

凡例凡例
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構造物引照法 その 2 

【公共基準点の復元概要】 

①各引照点と見なした構造物から基準点まで測定し

た水平距離を用いて、基準点復元地点付近に距離の

復元によりマーキングする。３点以上が一致する地

点に公共基準点を設置する。なお、示誤三角形が生

じた場合は、内接円の中心を公共基準点とする。 

②埋設後、再度①を行って精度の確認を行う。 

 

 

 

【公共基準点の復元手順】 

（ア）引照点とみなした構造物から基準点まで、工

事前に測定しておいた水平距離を用いて、概略の復

元地点を決める。（例えばι１とι2を使用し、建物引

照点を 0m、復元点をι1、標識引照点をι１＋ι2の距

離となるように巻き尺でＶ字を作り、このＶ字の頂

点を概略の復元地点とする。）次に、この概略の復元

点を挟む２点を路面等にマーキングする。ただし、

概略の復元地点を挟む２点の点間距離は、下表によ

る。 
引照点とみなした構造物
～復元点の点間距離（ｍ）

復元点を挟む２点
の点間距離(㎝)

0～10 10
10～20 20
20～30 30  

（イ）マーキングしたポイント（２点）をチョーク

墨出し器等（以下「墨出器等」という）を用いて直

線で結ぶ。 

（ウ）他の構造物の場合も（ア）（イ）と同じ。 

（エ）（ア）～（ウ）による直線（３辺以上）の交点

に基準点を埋設する。なお、示誤三角形が生じた場

合は、示誤三角形の内接円の中心を復元する基準点

の位置とする（下図参照） 

（オ）埋設後、（ア）～（ウ）を再び実施し精度の確

認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点設置時の注意事項と同じ。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

基準点埋設後の点検 

水平距離の測定（引照点～復元地点） 

水平距離測定値によるマーキング 

 

示誤三角形 

示誤三角形が生じた場合は

内接円の中心を基準点とす

る。 

集
水
桝
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水糸法（Ｘ型）その 1 

【引照点の設置概要】 

①Ａ引照点と基準点に水糸を張り、その直線上にＢ

引照点を設置する。 

②Ｃ引照点と基準点に水糸を張り、その直線上にＤ

引照点を設置する。なお、Ｃ引照点及びＤ引照点は

Ａ引照点とＢ引照点の直線に対してできるだけ直角

方向に設置する。また、各引照点と基準点の点間距

離は等しくし 20ｍ以内とする。 

 

 

 

 

 

【引照点の設置手順】 

（ア）Ａ・Ｂ引照点は道路工事等の影響がなくかつ、

保全に適した地点を選定する。 

（イ）基準点から 20m 以内の障害物がない地点にＡ

引照点を設置する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用）ただし、Ａ引照

点～基準点～Ｂ引照点は直線上に設置するため、水

糸を用いて概略の直線を確認する。 

（ウ）Ｂ引照点を設置するためにＡ引照点から基準

点に水糸を張りその直線上のＢ引照点の概略地点ま

で水糸を張る。 

（エ）Ｂ引照点設置地点付近に墨出器等を用いてマ

ーキングを行い、Ｂ引照点を設置する。（資料 1）た

だし、基準点からＢ引照点までの点間距離は基準点

からＡ引照点までの点間距離と等しくする。（ｴｽﾛﾝﾃ

ｰﾌﾟ使用） 

（オ）Ｃ・Ｄ引照点の設置手順は、（ア）～（エ）と

同じ。なお、Ｃ・Ｄ引照点はＡ・Ｂ引照点の直線に

対してできるだけ直角方向に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・基準点と各引照点に水糸を張る場合、その中間地

点に障害（地盤が凸地など）があると水糸が屈曲す

ることがある。 

・施工後の地盤高が著しく変化すると、水糸による

直線が再現できなくなり、復元精度も低下する。 

・引照点が１点でも亡失すると直線が再現できない

ため復元できない。この場合、基準点と引照点の間

に補助引照点を設けると良い。引照点～補助引照点

～基準点の距離の比は（３：１）とする。 

・障害物等で水糸が張れない場合、水糸の代わりに

ＴＳを用いることもできる。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

チョーク墨出し器によるマーキング 

 

引照点設置後の点検 

水糸を張る（Ａ引照点～基準点～Ｂ引照点） 

Ｃ  

Ｂ

Ｃ Ｄ

ＢＢ Ｂ
引照点

公共基準点 
凡例 

引照点

凡例 

Ｄ

引照点設置地点 

Ａ

基 準

点 

B 引照点 

Ａ

引照点 

公共基準点 
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引照点 
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引照点 
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水糸法（Ｘ型）その 2 

【公共基準点の復元概要】 

①Ａ引照点とＢ引照点及びＣ引照点とＤ引照点にそ

れぞれ水糸を張る。 

②水糸の交点に基準点を設置する。 

③埋設後、再度①、②を実施し精度の確認を行う。 

 

 

 

【公共基準点の復元手順】 

（ア）Ａ引照点からＢ引照点に水糸を張る。 

（イ）復元地点付近に墨出器等を用いて方向線のマ

ーキングを行う。（資料１) 

（ウ）Ｃ・Ｄ引照点による手順はア）～イ）と同じ。 

（エ）（ア）～（ウ）によるマーキングの交点に基準

点を埋設する。（資料 1） 

（オ）埋設後、（ア）～（ウ）を再び実施し、精度の

確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点設置時の注意事項と同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

水糸を張る（Ａ引照点～復元地点～Ｂ引照点） 

水糸の交点にマーキング 

基準点埋設後の点検 

引照点 

公共基準点 

凡例 
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水糸法（Ｖ型）その１ 

【引照点の設置概要】 

①Ａ、Ｂ引照点を公共基準点から 20m 以内に選定す

る。 

②Ａ引照点から公共基準点に水糸を張り、Ａ引照点

～Ｂ引照点～公共基準点の点間距離の比（３：１）

の地点にＢ引照点を決定し、引照点を設置する。 

③Ｃ引照点から公共基準点に水糸を張り、Ｃ引照点

～Ｄ引照点～公共基準点の点間距離の比（３：１）

の地点にＤ引照点を決定し、引照点を設置する。な

お、Ｃ引照点はＡ引照点と公共基準点を結ぶ直線に

対し、できるだけ直角方向に設置する。 

④Ｂ，Ｄ引照点と基準点の水平距離を測定する。こ

の水平距離は基準点の復元の点検に使用できる。 

 

 

 

【引照点の設置手順】 

（ア）Ａ・Ｂ引照点は道路工事等の影響がなくかつ、

保全に適した地点を選定する。 

（イ）基準点から 20m 以内の障害物がない地点にＡ

引照点を設置する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用）ただし、Ａ引照

点～Ｂ引照点～基準点は直線上に設置するため、水

糸を用いて概略の直線を確認する。 

（ウ）Ｂ引照点を設置するためにＡ引照点から基準

点まで水糸を張る。 

（エ）Ｂ引照点設置地点付近に墨出器等を用いて視

準方向線のマーキングを行う。Ｂ引照点を設置する。

（資料 1）ただし、Ｂ引照点の設置位置は、Ａ引照

点～Ｂ引照点～基準点の点間距離の比（３：１）の

地点とする。 

（オ）Ｃ・Ｄ引照点の設置手順は、（ア）～（エ）と

同じ。なお、Ｃ・Ｄ引照点はＡ・Ｂ引照点の直線に

対してできるだけ直角方向に設置する。 

（カ）Ｂ，Ｄ引照点と基準点の水平距離を測定する。

この水平距離は基準点の復元の点検に使用できる 

 

 
 

（注意点） 

・基準点と各引照点に水糸を張る場合、その中間地

点に障害（地盤が凸地など）があると水糸が屈曲す

ることがある。 

・施工後の地盤高が著しく変化すると、水糸による

直線が再現できなくなり、復元精度も低下する。 

・施工区域が拡大すると一度に引照点を亡失するこ

とがある。 

・引照点が 1点でも亡失すると復元できない(補助引

照点を設けることもできない)  

・障害物等で水糸が張れない場合、水糸の代わりに

ＴＳを用いることもできる。 
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水糸法（Ｖ型）その２ 

【公共基準点の復元概要】 

①Ａ引照点とＢ引照点及びＣ引照点とＤ引照点にそ

れぞれ水糸を張る。 

②水糸の交点に基準点を設置する。 

③埋設後、再度①、②を実施し精度の確認を行う。 

 

 

 

 

【公共基準点の復元手順】 

（ア）Ａ引照点からＢ引照点に水糸を張る。 

（イ）復元地点付近に墨出器等を用いて方向線のマ

ーキングを行う。（資料１) 

（ウ）Ｃ・Ｄ引照点による手順はア）～イ）と同じ。 

（エ）（ア）～（ウ）によるマーキングの交点に基準

点を埋設する。（資料 1） 

（オ）埋設後に、（ア）～（ウ）を再び実施し、精度

の確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点設置時の注意事項と同じ。 
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水糸法（Ｔ型）その１ 

【引照点の設置概要】 

①Ａ引照点と基準点に水糸を張り、その直線上にＢ

引照点を設置する。 

②Ｃ引照点から基準点に水糸を張り、Ｃ引照点～Ｄ

引照点～基準点の点間距離の比（３：１）の地点に

Ｄ引照点を設置する。なお、Ｃ引照点は、Ａ引照点

とＢ引照点を結ぶ直線に対して、できるだけ直角方

向に設置する。 

③Ｄ引照点と基準点の水平距離を測定する。この水

平距離は基準点の復元の点検に使用できる。 

 

 

 

 

【引照点の設置手順】 

（ア）Ａ・Ｂ引照点は道路工事等の影響がなくかつ、

保全に適した地点を選定する。 

（イ）基準点から 20m 以内の障害物がない地点にＡ

引照点を設置する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用）ただし、Ａ引照

点～基準点～Ｂ引照点は直線上に設置するため、水

糸を用いて概略の直線を確認する。 

（ウ）Ｂ引照点を設置するためにＡ引照点から基準

点に水糸を張りその直線上のＢ引照点の概略地点ま

で水糸を張る。 

（エ）Ｂ引照点設置地点付近に墨出器等を用いてマ

ーキングを行い、Ｂ引照点を設置する。（資料 1）た

だし、基準点からＢ引照点までの点間距離は基準点

からＡ引照点までの点間距離と等しくする。 

（オ）Ｃ・Ｄ引照点の設置手順は、（ア）～（エ）と

同じ。ただし、Ｃ引照点～Ｄ引照点～基準点の点間

距離の比は（３：１）とする。なお、Ｃ・Ｄ引照点

はＡ・Ｂ引照点の直線に対してできるだけ直角方向

に設置する。 

（カ）Ｄ引照点と基準点の水平距離を測定する。こ

の水平距離は基準点の復元の点検に使用できる 

 

（注意点） 

・基準点と各引照点に水糸を張る場合、その中間地

点に障害（地盤が凸地など）があると水糸が屈曲す

ることがある。 

・施工後の地盤高が著しく変化すると、水糸による

直線が再現できなくなり、復元精度も低下する。 

・施工区域が拡大すると一度に引照点を亡失するこ

とが考えられる。 

・引照点が 1点でも亡失すると復元できない(補助引

照点を設けることもできない) 

・障害物等で水糸が張れない場合、水糸の代わりに

ＴＳを用いることもできる。 
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水糸法（Ｔ型）その２ 

【公共基準点の復元概要】 

①Ａ引照点とＢ引照点及びＣ引照点とＤ引照点にそ

れぞれ水糸を張る。 

②水糸の交点に基準点を設置する。 

③埋設後、再度①、②を実施し精度の確認を行う。 

 

 

 

 

【公共基準点の復元手順】 

（ア）Ａ引照点からＢ引照点に水糸を張る。 

（イ）復元地点付近に墨出器等を用いて方向線のマ

ーキングを行う。（資料１) 

（ウ）Ｃ・Ｄ引照点による手順は（ア）～（イ）と

同じ。 

（エ）（ア）～（ウ）によるマーキングの交点に基準

点を埋設する。（資料 1） 

（オ）埋設後に、（ア）～（ウ）を再び実施し、精度

の確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点設置時の注意事項と同じ。 
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レーザー法（Ｘ型）その 1 

【引照点の設置概要】 

①Ａ引照点に基準器を整置し、基準点を視準して、

その直線上にＢ引照点を設置する。 

②Ｃ引照点に基準器を整置し、基準点を視準して、

その直線上にＤ引照点を設置する。なお、Ｃ引照点

及びＤ引照点はＡ引照点とＢ引照点の直線に対して

できるだけ直角方向に設置する。また、各引照点と

基準点の点間距離は等しくし、30ｍ以内とする。 

 

 

 

 

 

【引照点の設置手順】 

（ア）Ａ・Ｂ引照点は道路工事等の影響がなくかつ、

保全に適した地点を選定する。 

（イ）基準点から 30m 以内の地点にＡ引照点を設置

する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用）ただし、Ａ引照点～基準点～

Ｂ引照点は直線上に設置するため、エスロンテープ

等を用いて概略の直線を確認する。 

（ウ）Ｂ引照点はＡ引照点に基準器を整置し、受光

器を用いて、基準点の視準線上に設置する。 

（エ）Ｂ引照点設置地点付近に墨出器等を用いて視

準方向線のマーキングを行う。Ｂ引照点を設置する。

（資料１）ただし、基準点からＢ引照点までの点間

距離は基準点からＡ引照点までの点間距離と等しく

する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用） 

（オ）Ｃ・Ｄ引照点の設置手順は、（ア）～（エ）と

同じ。ただし、Ｃ・Ｄ引照点はＡ・Ｂ引照点の直線

に対してできるだけ直角方向に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（注意点） 

・引照点が 1点でも亡失すると基準器による直線が

再現できないため復元できない。この場合、基準点

と引照点の間に補助引照点を設けると良い。引照点

～補助引照点～基準点の距離の比は、（３：１）とす

る。 
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レーザー法（Ｘ型）その 2 

【公共基準点の復元概要】 

①Ａ引照点に基準器を整置し、Ｂ引照点を視準して、

その直線下の基準点復元地点付近に視準方向線をマ

ーキングする。 

②Ｃ引照点に基準器を整置し、Ｄ引照点を視準して、

その直線下の基準点復元地点付近に視準方向線をマ

ーキングする。なお、各方向線の交点に基準点を設

置する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 

 

 

 

 

【公共基準点の復元手順】 

（ア）Ａ引照点に基準器を整置し、Ｂ引照点を視準

する。 

（イ）受光器を用いて復元地点付近に視準方向線の

マーキングを行う。（資料 1） 

（ウ）Ｃ・Ｄ引照点による手順は（ア）～（イ）と

同じ。 

（エ）（ア）～（ウ）によるマーキングの交点に基準

点を埋設する。（資料 1） 

（オ）埋設後、（ア）～（ウ）を再び実施し、精度の

確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点設置時の注意事項と同じ。 
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レーザー法（Ｖ型）その 1 

【引照点の設置概要】 

①Ａ、Ｃ引照点は基準点から 30m 以内に選定する。 

②Ａ引照点に基準器を整置し、基準点を視準して、

Ａ引照点～Ｂ引照点～基準点の点間距離の比（３：

１）の地点にＢ引照点を決定し、引照点を設置する。 

③Ｃ引照点に基準器を整置し、基準点を視準して、

Ｃ引照点～Ｄ引照点～基準点の点間距離の比（３：

１）の地点にＤ引照点を決定し、引照点を設置する。

なお、Ｃ引照点は、Ａ引照点と基準点を結ぶ直線に

対して、できるだけ直角方向に設置する。 

④Ｂ、Ｄ引照点と基準点の水平距離を測定する。こ

の水平距離は基準点の復元の点検に使用できる。 

 

 

 

【引照点の設置手順】 

（ア）Ａ・Ｂ引照点は道路工事等の影響がなくかつ、

保全に適した地点を選定する。 

（イ）基準点から 30m 以内の地点にＡ引照点を設置

する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用）ただし、Ａ引照点～Ｂ引照点

～基準点は直線上に設置するため、エスロンテープ

等を用いて概略の直線を確認する。 

（ウ）Ｂ引照点はＡ引照点に基準器を整置し、受光

器を用いて、基準点との視準線上に設置する。 

（エ）Ｂ引照点設置地点付近に墨出器等を用いて視

準方向線のマーキングを行う。Ｂ引照点を設置する。

（資料 1）ただし、Ｂ引照点の設置位置は、Ａ引照

点～Ｂ引照点～基準点の点間距離の比（３：１）の

地点とする。 

（オ）Ｃ・Ｄ引照点の設置手順は、（ア）～（エ）と

同じ。ただし、Ｃ・Ｄ引照点はＡ・Ｂ引照点の直線

に対してできるだけ直角方向に設置する。 

（カ）Ｂ，Ｄ引照点と基準点の水平距離を測定する。

この水平距離は基準点の復元の点検に使用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

（注意点） 

・施工区域が拡大すると一度に引照点を亡失するこ

とが考えられる。 

・引照点が１点でも亡失すると復元できない（補助

引照点を設けることもできない）。 
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レーザー法（Ｖ型）その 2 

【公共基準点の復元概要】 

①Ａ引照点に基準器を整置し、Ｂ引照点を視準して、

その直線上の基準点復元地点付近に視準方向線をマ

ーキングする。 

②Ｃ引照点に基準器を整置し、Ｄ引照点を視準して、

その直線上の基準点復元地点付近に視準方向線をマ

ーキングする。なお、各方向線の交点に基準点を設

置する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 

 

 

 

 

【公共基準点の復元手順】 

（ア）Ａ引照点に基準器を整置し、Ｂ引照点を視準

する。 

（イ）受光器を用いて、復元地点付近に視準方向線

のマーキングを行う。（資料 1） 

（ウ）Ｃ・Ｄ引照点による手順はア）～イ）と同じ。 

（エ）（ア）～（ウ）によるマーキングの交点に基準

点を埋設する。（資料 1） 

（オ）埋設後、（ア）～（ウ）を再び実施し、精度の

確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点設置時の注意事項と同じ。 
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レーザー法（Ｔ型）その 1 

【引照点の設置概要】 

①Ａ、Ｂ引照点は基準点から 30m 以内に選定する。 

②Ａ引照点に基準器を整置し、基準点を視準して、

その直線上にＢ引照点を設置する。 

③Ｃ引照点は基準点から 30m 以内に選定する。 

④Ｃ引照点に基準器を整置し、基準点を視準して、

Ｃ引照点～Ｄ引照点～基準点の点間距離の比（３：

１）の地点にＤ引照点を決定し、引照点を設置する。

なお、Ｃ引照点は、Ａ引照点とＢ引照点を結ぶ直線

に対して、できるだけ直角方向に設置する。 

⑤Ｄ引照点と基準点の水平距離を測定する。この水

平距離は基準点の復元の点検に使用できる。 

 

 

 

 

【引照点の設置手順】 

（ア）Ａ・Ｂ引照点は道路工事等の影響がなくかつ、

保全に適した地点を選定する。 

（イ）基準点から 30m 以内の地点にＡ引照点を設置

する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用）ただし、Ａ引照点～基準点～

Ｂ引照点は直線上に設置するため、エスロンテープ

等を用いて概略の直線を確認する。 

（ウ）Ｂ引照点はＡ引照点に基準器を整置し、受光

器を用いて、基準点の視準線上に設置する。 

（エ）Ｂ引照点設置地点付近に墨出器等を用いて視

準方向線のマーキングを行う。Ｂ引照点を設置する。

（資料 1）ただし、基準点からＢ引照点までの点間

距離は基準点からＡ引照点までの点間距離と等しく

する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用） 

（オ）Ｃ・Ｄ引照点の設置手順は、（ア）～（エ）と

同じ。ただし、Ｃ引照点～Ｄ引照点～基準点の点間

距離の比は（３：１）とする。なお、Ｃ・Ｄ引照点

はＡ・Ｂ引照点の直線に対してできるだけ直角方向

に設置する。 

（カ）Ｄ引照点と基準点の水平距離を測定する。こ

の水平距離は基準点の復元の点検に使用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点が 1点でも亡失すると基準器による直線が

再現できないため復元できない。この場合、基準点

と引照点の間に補助引照点を設け、引照点～補助引

照点～基準点の距離の比は、（３：１）とする。 
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レーザー法（Ｔ型）その 2 

【公共基準点の復元概要】 

①Ａ引照点に基準器を整置し、Ｂ引照点を視準して、

その直線下の基準点復元地点付近に視準方向線をマ

ーキングする。 

②Ｃ引照点に基準器を整置し、Ｄ引照点を視準して、

その直線上の基準点復元地点付近に視準方向線をマ

ーキングする。なお、各方向線の交点に基準点を設

置する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 

 

 

 

 

 

【公共基準点の復元手順】 

（ア）Ａ引照点に基準器を整置し、Ｂ引照点を視準

する。 

（イ）受光器を用いて、復元地点付近に視準方向線

のマーキングを行う。（資料１) 

（ウ）Ｃ・Ｄ引照点による手順は（ア）～（イ）と

同じ。 

（エ）（ア）～（ウ）によるマーキングの交点に基準

点を埋設する。（資料 1） 

（オ）埋設後、（ア）～（ウ）を再び実施し、精度の

確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点設置時の注意事項と同じ。 
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ＴＳ法（Ｘ型）その１ 

【引照点の設置概要】 

①Ａ引照点にＴＳを整置し、基準点を視準して、そ

の直線上にＢ引照点を設置する。 

②Ｃ引照点にＴＳを整置し、基準点を視準して、そ

の直線上にＤ引照点を設置する。なお、Ｃ引照点及

びＤ引照点はＡ引照点とＢ引照点の直線に対してで

きるだけ直角方向に設置する。また、各引照点と基

準点の点間距離は等しくし、30ｍ以内とする。 

 

 

 

 

【引照点の設置手順】 

（ア）Ａ・Ｂ引照点は道路工事等の影響がなくかつ、

保全に適した地点を選定する。 

基準点から 30m 以内の地点にＡ引照点を設置す

る。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用）ただし、Ａ引照点～基準点～Ｂ

引照点は直線上に設置するため、エスロンテープ等

を用いて概略の直線を確認する。 

（イ）Ｂ引照点は、Ａ引照点にＴＳを設置し、その

視準線上に設置する。 

（ウ）Ｂ引照点設置地点付近に墨出器等を用いて視

準方向線のマーキングを行う。Ｂ引照点を設置する。

（資料１）ただし、基準点からＢ引照点までの点間

距離は基準点からＡ引照点までの点間距離と等しく

する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用） 

（エ）Ｃ・Ｄ引照点の設置手順は、（ア）～（エ）と

同じ。ただし、Ｃ・Ｄ引照点はＡ・Ｂ引照点の直線

に対してできるだけ直角方向に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点が 1 点でも亡失するとＴＳによる直線が再

現できないため復元できない。この場合、基準点と

引照点の間に補助引照点を設けると良い。引照点～

補助引照点～基準点の距離の比は、（３：１）とする。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チョーク墨出し器によるマーキング 

 

引照点設置後の点検 

Ｃ Ｄ

Ｂ

Ｃ Ｄ

ＢＢ Ｂ

Ａ 

引照点設置地点 

Ａ

A 引照点でのＴＳによる視準（Ａ引照点～基準点～Ｂ引照点） 

Ｂ引照点 

基準点 

引照点 
公共基準点

凡例

引照点 

凡例

引照点 

公共基準点

凡例 

引照点 

凡例 
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ＴＳ法（Ｘ型）その２ 

【公共基準点の復元概要】 

①Ａ引照点にＴＳを整置し、Ｂ引照点を視準して、

その直線下の基準点復元地点付近に視準方向線をマ

ーキングする。 

②Ｃ引照点にＴＳを整置し、Ｄ引照点を視準して、

その直線下の基準点復元地点付近に視準方向線をマ

ーキングする。なお、各方向線の交点に基準点を設

置する。 

③埋設後、再度①、②を実施し精度の確認を行う。 

 

 

 

 

【公共基準点の復元手順】 

（ア）Ａ引照点にＴＳを整置し、Ｂ引照点を視準す

る。 

（イ）復元地点付近に墨出器等を用いて視準方向線

のマーキングを行う。(資料 1) 

（ウ）Ｃ・Ｄ引照点による手順は（ア）～（イ）と

同じ。 

（エ）（ア）～（ウ）によるマーキングの交点に基準

点を埋設する。（資料 1） 

（オ）埋設後、（ア）～（ウ）を再び実施し、精度の

確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点設置時の注意事項と同じ。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

視準方向にマーキング 

基準点埋設後の点検 

Ａ引照点でのＴＳによる視準（Ａ引照点～復元地点～Ｂ引

照点） Ａ

Ｂ

Ｃ Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ Ｄ

Ｂ 引 照

点 復元地点 

基準点 
Ｄ引照点 

引照点 

公共基準点 

凡例

引照点 

凡例

Ａ

Ｂ

Ｃ Ｄ

引照点 

公共基準点

凡例 

引照点 

凡例 
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ＴＳ法（Ｖ型）その 1 

【引照点の設置概要】 

①Ａ引照点にＴＳを整置し、基準点を視準して、Ａ

引照点～Ｂ引照点～基準点の点間距離の比（３：１）

の地点にＢ引照点を決定し、引照点を設置する。 

②Ｃ引照点にＴＳを整置し、基準点を視準して、Ｃ

引照点～Ｄ引照点～基準点の点間距離の比（３：１）

の地点にＤ引照点を決定し、引照点を設置する。な

お、Ｃ引照点は、Ａ引照点と基準点を結ぶ直線に対

して、できるだけ直角方向に設置する。 

③Ｂ、Ｄ引照点と基準点の水平距離を測定する。こ

の水平距離は基準点の復元の点検に使用できる。 

 

 

 

【引照点の設置手順】 

（ア）Ａ・Ｂ引照点は道路工事等の影響がなくかつ、

保全に適した地点を選定する。 

（イ）基準点から 30m 以内の地点にＡ引照点を設置

する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用）ただし、Ａ引照点～Ｂ引照点

～基準点は直線上に設置するため、エスロンテープ

等を用いて概略の直線を確認する。 

（ウ）Ｂ引照点は、Ａ引照点にＴＳを整置し、基準

点との視準線上に設置する。 

（エ）Ｂ引照点設置地点付近に墨出器等を用いて視

準方向線のマーキングを行う。Ｂ引照点を設置する。

（資料 1）ただし、Ｂ引照点の設置位置は、Ａ引照

点～Ｂ引照点～基準点の点間距離の比（３：１）の

地点とする。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用） 

（オ）Ｃ・Ｄ引照点の設置手順は、（ア）～（エ）と

同じ。ただし、Ｃ・Ｄ引照点はＡ・Ｂ引照点の直線

に対してできるだけ直角方向に設置する。 

（カ）Ｂ，Ｄ引照点と基準点の水平距離を測定する。

この水平距離は基準点の復元の点検に使用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

（注意点） 

・施工区域が拡大すると一度に引照点を亡失するこ

とが考えられる。 

・引照点が１点でも亡失すると復元できない（補助

引照点を設けることもできない）。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ａ引照点でのＴＳによる視準（Ａ引照点～Ｂ引照点～基準

点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｂ引照点 

基準点 

水平距離の測定（Ｂ・Ｄ引照点～基準点） 

 

チョーク墨出し器によるマーキング 

引照点設置地点 引照点 
公共基準点

凡例

引照点 

凡例

引照点 

公共基準点 

凡例

引照点 

凡例
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ＴＳ法（Ｖ型）その 2 

【公共基準点の復元概要】 

①Ａ引照点にＴＳを整置し、Ｂ引照点を視準して、

その直線上の基準点復元地点付近に視準方向線をマ

ーキングする。 

②Ｃ引照点にＴＳを整置し、Ｄ引照点を視準して、

その直線上の基準点復元地点付近に視準方向をマー

キングする。なお、各方向線の交点に基準点を設置

する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 

 

 

 

 

【公共基準点の復元手順】 

（ア）Ａ引照点にＴＳを整置し、Ｂ引照点を視準す

る。 

（イ）復元地点付近に墨出器等を用いて視準方向線

のマーキングを行う。（資料 1） 

（ウ）Ｃ・Ｄ引照点による手順は（ア）～（イ）と

同じ。 

（エ）（ア）～（ウ）によるマーキングの交点に基準

点を埋設する。（資料 1） 

（オ）埋設後、（ア）～（ウ）を再び実施し、精度の

確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点設置時の注意事項と同じ。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

視準方向にマーキング 

 

基準点埋設後の点検 

Ａ引照点でのＴＳによる視準（Ａ引照点～Ｂ引照点～復元地点） Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

引照点

公共基準点 
凡例

引照点

凡例

基準点 

 

 

Ｄ引照点 

Ｂ引照点 

復元地点 

引照点

公共基準点 

凡例

引照点

凡例
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ＴＳ法（Ｔ型）その 1 

【引照点の設置概要】 

①Ａ、Ｂ引照点は基準点から 30m 以内に選定する。 

②Ａ引照点にＴＳを整置し、基準点を視準して、そ

の直線上にＢ引照点を設置する。 

③Ｃ引照点は基準点から 30m 以内に選定する。 

④Ｃ引照点にＴＳを整置し、基準点を視準して、Ｃ

引照点～Ｄ引照点～基準点の点間距離の比（３：１）

の地点にＤ引照点を決定し、引照点を設置する。な

お、Ｃ引照点は、Ａ引照点とＢ引照点を結ぶ直線に

対して、できるだけ直角方向に設置する。 

⑤Ｄ引照点と基準点の水平距離を測定する。この水

平距離は基準点の復元の点検に使用できる。 

 

 

 

 

【引照点の設置手順】 

（ア）Ａ・Ｂ引照点は道路工事等の影響がなくかつ、

保全に適した地点を選定する。 

（イ）基準点から 30m 以内の地点にＡ引照点を設置

する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用）ただし、Ａ引照点～基準点～

Ｂ引照点は直線上に設置するため、エスロンテープ

等を用いて概略の直線を確認する。 

（ウ）Ｂ引照点は、Ａ引照点にＴＳを整置し、基準

点の視準線上に設置する。 

（エ）Ｂ引照点設置地点付近に墨出器等を用いて視

準方向線のマーキングを行う。Ｂ引照点を設置する。

（資料 1）ただし、基準点からＢ引照点までの点間

距離は基準点からＡ引照点までの点間距離と等しく

する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用） 

（オ）Ｃ・Ｄ引照点の設置手順は、（ア）～（エ）と

同じ。ただし、Ｃ引照点～Ｄ引照点～基準点の点間

距離の比は（３：１）とする。なお、Ｃ・Ｄ引照点

はＡ・Ｂ引照点の直線に対してできるだけ直角方向

に設置する。 

（カ）Ｄ引照点と基準点の水平距離を測定する。こ

の水平距離は基準点の復元の点検に使用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点が 1点でも亡失するとＴＳによる直線が再

現できないため復元できない。この場合、基準点と

引照点の間に補助引照点を設け、引照点～補助引照

点～基準点の距離の比は、（３：１）とする。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ａ引照点でのＴＳによる視準（Ａ引照点～基準点～Ｂ引照

点） 

Ｂ引照点 

基準点 

水平距離の測定（Ｄ引照点～基準点） 

水平距離の測定（基準点―Ｄ引照点） 

チョーク墨出し器によるマーキング 

 

引照点設置地点 
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ＴＳ法（Ｔ型）その 2 

【公共基準点の復元概要】 

①Ａ引照点にＴＳを整置し、Ｂ引照点を視準して、

その直線下の基準点復元地点付近に視準方向線をマ

ーキングする。 

②Ｃ引照点にＴＳを整置し、Ｄ引照点を視準して、

その直線上の基準点復元地点付近に視準方向線をマ

ーキングする。なお、各方向線の交点に基準点を設

置する。 

③埋設後、再度①、②を行って精度の確認を行う。 

 

 

 

 

 

【公共基準点の復元手順】 

（ア）Ａ引照点にＴＳを整置し、Ｂ引照点を視準す

る。 

（イ）復元地点付近に墨出器等を用いて視準方向線

のマーキングを行う。（資料 1） 

（ウ）Ｃ・Ｄ引照点による手順は（ア）～（イ）と

同じ。 

（エ）（ア）～（ウ）によるマーキングの交点に基準

点を埋設する。（資料 1） 

（オ）埋設後、（ア）～（ウ）を再び実施し、精度の

確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点設置時の注意事項と同じ。 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

視準方向にマーキング 

 

基準点埋設後の点検 

Ａ引照点でのＴＳによる視準（Ａ引照点～復元地点～Ｂ引照点） 

Ｂ引照点 

復元地点 

 

 

基準点 
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D
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公共基準点
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引照点

凡例

Ｄ引照点 



 

- 39 - 

放射法 その１ 

【引照点の設置概要】 

①基準点の視準できる地点にＡ引照点を設置する。

なお、基準点とＡ引照点の点間距離は 30ｍ以内とす

る。 

②Ａ引照点から視準できる地点にＢ引照点を設置す

る。なお、Ａ引照点とＢ引照点の点間距離は①の点

間距離の４倍以上とする。 

③Ａ引照点とＢ引照点を零方向とし、基準点までの

水平角と距離を測定する。 

 

 

 

 

 

【引照点の設置手順】 

（ア）各引照点は道路工事等の影響がなくかつ、保

全に適した地点を選定する。 

（イ) 基準点から 30m 以内の地点にＡ引照点を設置

する。（ｴｽﾛﾝﾃｰﾌﾟ使用）ただし、基準点・Ｂ引照点ま

での視通に支障がない地点を選定する。 

（ウ）Ｂ引照点は、Ａ引照点からの視通が確保でき

る地点に設置する。ただし、基準点からＢ引照点ま

での点間距離は、基準点からＡ引照点までの点間距

離の 4 倍以上とする。なお、周囲の状況により自然

目標（避雷針）をＢ引照点と見なすことができる。 

（エ）Ａ引照点にＴＳを整置する。Ｂ引照点を零方

向とし、基準点までの水平角と距離を測定する。 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点が亡失すると復元できない 

・零方向とした引照点が亡失すると復元できない。

ただし、既設基準点をＡ，Ｂ引照点とした場合、他

の基準点で代用できる場合がある。また、2組の放

射法を確保しておくと、１組亡失しても復元が可能

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ＴＳによる視準（Ａ引照点～Ｂ引照点） 

水平角と距離の測定 

 

ＴＳによる視準（Ａ引照点～基準点） 

A
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ι
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放射法 その 2 

【公共基準点の復元概要】 

①Ａ引照点にＴＳを設置し、Ｂ引照点を零方向とし

て基準点までの水平角と距離を用いて測定する。基

準点復元地点付近に視準線方向線をマーキングし、

基準点を設置する。 

②埋設後、再度①を行って精度の確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【公共基準点の復元手順】 

（ア）Ａ引照点にＴＳを設置し、Ａ引照点からＢ引

照点を視準する。 

（イ）Ｂ引照点と、基準点の(放射法その 1 引照点

の設置手順 エ)より得られた）水平角を用いて、復

元地点付近を視準する。墨出器等を用いて視準線方

向のマーキングを行う。（資料 1） 

（ウ）水平距離により基準点の復元位置を決定する。 

（エ）基準点を埋設する。（資料 1） 

（オ）埋設後、（ア）～（ウ）を再び実施し、精度の

確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点設置時の注意事項と同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

基準点埋設後の点検 

 

 

視準方向にマーキング 
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標高の保全・復元 その１ 

【標高の保全概要】 

①視準距離は等しく、かつ、レベルはできる限り高

低差を観測する 2点を結ぶ直線上に設置する。 

②標尺の零目盛誤差を消去するため同一の標尺を使

用する。 

③読定単位は 1㎜とする。 

 

 

 

 

 

【標高の保全手順】 

（ア）引照点の視通に影響がない堅固な地点にレベ

ルを整置する。ただし、高低差を観測する全ての引

照点への視通に支障がない地点とする。 

（イ）基準点と２点以上の引照点との高低差を測定

する。ただし、観測は往復観測とし、零目盛誤差を

消去するため、使用する標尺は１本とする。 

（ウ）（イ）で得られた高低差と基準点の標高より、

引照点の標高を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（注意点） 

・引照点と基準点の高低差は３級レベル又はＴＳを

用いて測定する。なお、レベルを使用しない場合は

単観測昇降式等で求めることができる。単観測昇降

式とは、ＴＳにより、目標点の高低差を順次測定す

る方法である。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

高低差の観測（引照点） 

高低差の観測（引照点） 

高低差の観測（基準点） 

(自動ﾚﾍﾞﾙ )(引照点 ) (公共基準点)(自動ﾚﾍﾞﾙ )(引照点 ) ( )

(自動ﾚﾍﾞﾙ)(引照点 ) (公共基準点 )(自動ﾚﾍﾞﾙ)(引照点 ) ( )
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標高の保全・復元 その２ 

【標高の復元概要】 

①視準距離は等しく、かつ、レベルはできる限り高

低差を観測する 2点を結ぶ直線上に設置する。 

②標尺の零目盛誤差を消去するため同一の標尺を使

用する。 

③読定単位は１㎜とする。 

 

 

 

 

【標高の復元手順】 

（ア）引照点の視通に影響がない堅固な地盤にレベ

ルを整置する。ただし、高低差を観測する全ての引

照点への視通に支障がない地点とする。 

（イ）基準点と２点以上の引照点との高低差を測定

する。ただし、観測は往復観測とし、零目盛誤差を

消去するため、使用する標尺は１本とする。 

（ウ）（イ）で求めた高低差と引照点の標高より、基

準点の標高を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意点） 

・引照点設置時の注意事項と同じ。 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

高低差の観測（基準点） 

高低差の観測（引照点） 

高低差の観測（引照点） 

(自動ﾚﾍﾞﾙ)(引照点 ) (公共基準点 )(自動ﾚﾍﾞﾙ)(引照点 ) ( )
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（資料１）・チョーク墨出し器による引照点及び基準点の埋設方法 

 
 

1. チョーク墨出し器の使用 

 
 

5. 掘削（近景１） 

 
 

2．水糸にチョーク墨出し器の糸を沿える。 

 
 

  6. 掘削（近景２） 

 
 

3. チョーク墨出し器の糸を持ち上げ、放す。 

 
 

7. 基準点（引照点）の点検 

 
 

4. チョーク粉が路面に付着する。 
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標識の写真 
 

 
 

 

 
 

（引照点：大） （引照点：大）  

 

 
 

 

 
 

（引照点：小）  （引照点：小）  

 

 
 

 

 
 

（引照点：登記基準点）  （引照点：登記基準点）  
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引照点成果表 

公共基準点名称 10Ａ01 
所  在  地 ○○県○○市○○町○○番地先 

所有者・管理者 ○  ○  市 

引照点埋設年月日 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 観 測年月 日 平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

引照点標識の種類 金 属 標 埋 設 法 地 上 

作業者 
（所属・氏名） 

株式会社 ○○○○ 

１．復 元 手 法 （Ｘ 型）    ・    （Ｙ 型）    ・   （Ｔ 型） 

水糸法 
・ 

レーザー法 
・ 

ＴＳ法 

  

 

２．構造物引照法 水平距離（ｍ） ３．放 射 法 

Ａ引照点 ― 取り付け方向 ○○ﾏﾝｼｮﾝ（避雷針） 

Ｂ引照点 ―  °  ′   ″ 

Ｃ引照点 ― 水平角Φ ― 

Ｄ引照点 ― 水平距離（ｍ） ― 

４．高 低 差 備考 
 
 
 

公共基準点～Ａ引照点 0.018ｍ 

公共基準点～Ｂ引照点 0.027ｍ 

公共基準点～Ｃ引照点 0.022ｍ 

公共基準点～D引照点 ― 

 
見取り図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

調製年月日 平成○年○月○日 

Ａ

Ｂ

Ｃ Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ B

C

D

Ｎ

空地

○○公園 

○○宅 

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｃ 

公共基準点 

△△宅 

公園のフェンス角 1.23ｍ 

コンクリート塀角

3.24ｍ 

 

集水桝 

0.87ｍ 

標 
識 

7.23ｍ 
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位置復元に使用する主要機器、人員及び所要時間 

№ 名称 主要機材 
必要人

員 

所要時間 

備考 引照点の

設置 

公共基準点

の復元 

1 構造物引照法 鋼巻尺 2 1.5 時間 1.5 時間  

2 水糸法（Ｘ型）  3    

3 水糸法（Ｖ型） 水糸 3 1 時間 0.5 時間  

4 水糸法（Ｔ型）  3    

5 レーザー法（Ｘ型） 
レーザー 

基準出し器 

2    

6 レーザー法（Ｖ型） 2 1 時間 1 時間  

7 レーザー法（Ｔ型） 2    

8 ＴＳ法（Ｘ型）  2    

9 ＴＳ法（Ｖ型） ＴＳ 2 1 時間 1 時間  

10 ＴＳ法（Ｔ型）  2    

11 放射法 ＴＳ 2 1 時間 1 時間  

12 標高の保全・復元 レベル 2 0.5 時間 0.5 時間 引照点４点として 

※所要時間については、引照点の設置及び公共基準点の復元位置の特定に要する作業時間 

※標高の保全・復元については、レベルによる高低差の測定に要する作業時間 

※公共基準点の撤去及び再設に伴う作業時間は除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


